
 
 

令 和 ４ 年 ９ 月 ７ 日 

鉄 道 局 鉄 道 事 業 課 
 

広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更に関する 

パブリックコメントを実施します 
 

令和４年９月６日付けで、広島市より地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（以下「地活

化法」という）第２７条の１７等に基づく、地域公共交通利便増進実施計画の申請がありました。 

当該計画において、広島電鉄株式会社（以下「広島電鉄」という）の軌道事業の旅客運賃の上限

変更が必要となることから、当該上限変更について適正な審査を行うことを目的として、広く利用

者から意見を聴くために、別添の要領にて御意見を募集します。  
 

○軌道の旅客の運賃の認可について 

  地活化法第２７条の１７等に基づき、地域公共交通利便増進実施計画を認定する場合で、軌道

法第１１条第１項の運賃の認可を受けなければならないものについては、同項の認可の基準に適

合することが必要とされています。また、計画の認定を受けたときは地活化法第２７条の１９に

より軌道法第１１条第１項による認可を受けたものとみなされます。 
 
○広島電鉄の軌道事業の旅客運賃の上限変更について 

◆普通旅客運賃 軌道線（均一制） 

          

 ◆貸切旅客運賃 軌道線 

  ※貸切旅客運賃の上限変更は、軌道法第１１条第１項に基づき中国運輸局に別途申請中 

 

○今後の流れ 

  広島電鉄の旅客運賃の上限変更については、地活化法第２７条の１７第３項により、運輸審議

会へ諮ることとされています。 

 

＜参考＞ 
○地域公共交通等活性化再生法（平成十九年法律第五十九号） 
 第二十七条の十七 地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運

送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進する
ために適当なものである旨の認定を申請することができる。 

 

 区間 現 行 申 請 

普通運賃 

本線 

(白島線以外の区間) 
１９０円 ２２０円 

白島線 １３０円 １６０円 

定期運賃 

本線 

(白島線以外の区間) 

通勤 ７，１９０円 ８，３２０円 

通学 ５，３６０円 ６，２１０円 

白島線 
通勤 ５，１５０円 ６，３４０円 

通学 ３，８３０円 ４，７１０円 

 区間 現 行 申 請 

貸切旅客

運賃 

本線 

(白島線以外の区間) 

単車 １８，２４０円 ２１，１２０円 

連結車 ３４，２００円 ３９，６００円 

同時発表：中国運輸局 



２ 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施
計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

 一～四 略 
五 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次

のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容
がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。 
イ 略 
ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準 
ハ 略 

 ３ 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十
一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又
は海上運送法第八条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な
手続は、政令で定める。 

 ４～８ 略 
 
第二十七条の十九 地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十七第二項

の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のう
ち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条ノ二の
許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの
規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。 

 

○軌道法（大正十年法律第七十六号） 

第十一条 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ関スル料金（国土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除
ク）並運転速度及度数ヲ定メ国土交通大臣ノ認可ヲ受クヘシ 

②～③ 略  

 連絡先 国土交通省鉄道局 
鉄道事業課旅客輸送業務監理室 佐藤、加藤 
TEL:03-5253-8111(内線40642,40634) 
TEL:03-5253-8543(直通) 
FAX: 03-5253-1633 



 

広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更に関する意見募集について 

 

令和４年９月７日 

国土交通省鉄道局 

 

  令和４年９月６日付けをもって、広島市より地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

第２７条の１７等に基づく、地域公共交通利便増進実施計画の申請がありました。 

当該計画において、広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更の必要があること

から、当該上限変更について適正な審査を行うことを目的として、広く利用者から意見を聴

くために、別添の要領にて御意見を募集します。  

 

意見募集要領 

 

１．意見募集対象 

  広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更 

 

２．資料入手方法 

  電子政府の総合窓口（e-Gov）（https://www.e-gov.go.jp/）の「パブリック・コメント

（意見募集案件）」欄に掲載いたします。 

 

３．意見募集期間 

  令和４年９月７日（水曜日）から令和４年９月２０日（火曜日）まで（必着） 

 

４．意見提出先・提出方法 

  意見提出様式にならい、氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称及び所在地）並び

に連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を明記の上、次のいずれかの方法で、日本

語にて御意見を提出してください。 

  ①電子メール 

②郵送 

 

①電子メールの場合 

  電子メールアドレス：hqt-rwbtgs-01@gxb.mlit.go.jp 

  国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 

 

②郵送の場合 

  〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 

 

別添 



 

５．留意事項 

  ① 頂いたご意見につきましては、担当部局において取りまとめた上で、検討を行う際

の資料とさせていただきます。ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あ

らかじめその旨ご了承願います。 

  ② ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応いたしか

ねますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 

③ 頂いたご意見の内容については、住所・電話番号・電子メールアドレスを除き公開

される可能性がありますので、あらかじめその旨ご承知おき下さい。 

   

６．お問い合わせ先 

  国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 

  電話番号 ０３－５２５３－８５４３ 

 



（意見提出様式） 

 

国土交通省鉄道局鉄道事業課旅客輸送業務監理室 意見募集担当 あて 

 

広島電鉄株式会社の軌道事業の旅客運賃の上限変更に関するパブリックコメント 

 

１．個 人 ／ 団 体 の 別 個人／団体 （※いずれか該当する方を○で囲んで下さい

２．氏 名 ／ 団 体 名  

３．住   所  

４．電  話  番  号  

５．電 子 メ ー ル ア ド レ ス  

６．広島電鉄の利用の有無 有／無 （※いずれか該当する方を○で囲んで下さい。） 

意  見 

 ご意見： 

 

 

 

 

 

 

 

 理由： 

 

 

 

 

 


